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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

 
(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２  持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。 

３  第17期、第18期、第19期及び第20期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。 

４  平成18年２月11日付で普通株式１株につき３株の割合をもって株式分割をしております。 

５  平成22年４月１日付で、１株につき２株の株式分割を行っており第20期期末日の株価は権利落後の株価とな

っております。 

なお、第20期の株価収益率は、権利落後の株価により算出しております。 

６  従業員数は就業人員数を表示しております。従業員数欄の(  )内は、外書きで、臨時雇用者の年間平均雇用

人数であり、１日８時間換算しております。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

売上高 (千円) 3,029,128 3,081,498 3,318,957 3,217,328 3,457,215

経常利益 (千円) 296,559 379,294 402,096 331,127 392,275

当期純利益 (千円) 168,619 208,052 227,265 181,023 222,892

持分法を適用した 
場合の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 425,996 425,996 425,996 425,996 425,996

発行済株式総数 (株) 16,094.13 16,094.00 16,094.00 16,094.00 14,000.00

純資産額 (千円) 1,869,836 1,830,578 1,679,448 1,776,498 1,923,968

総資産額 (千円) 2,744,782 2,604,555 2,443,375 3,058,088 3,415,628

１株当たり純資産額 (円) 116,218.32 121,078.02 123,497.94 130,634.51 141,478.69

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円)

(円)

4,300

(―) 

6,100

(―) 

6,700

(2,500)

5,000 

(2,000)

6,100

(2,500)

１株当たり 
当期純利益 

(円) 10,479.38 13,385.35 15,740.15 13,311.50 16,390.37

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

(円) 10,196.75 ― ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 68.1 70.3 68.7 58.1 56.3

自己資本利益率 (％) 9.4 11.2 12.9 10.5 12.0

株価収益率 (倍) 23.9 11.6 8.3 5.5 7.6

配当性向 (％) 41.0 45.6 42.6 37.6 37.2

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 379,490 308,022 332,071 362,523 613,064

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △40,102 △10,803 △42,513 △23,097 △40,389

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △172,633 △391,077 △372,306 △278,536 △247,023

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 606,999 513,141 430,393 491,282 816,933

従業員数 
(外、平均臨時 
雇用者数) 

(名)
107

(22) 

108

(20) 

114

(23) 

118 

(26) 

118

(32) 
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当社の前身であります有限会社中部測機は、昭和47年４月11日に測量機器等を販売することを目的に長

野県上田市を本店所在地として出資金100万円で設立されました。その後においては、公共投資の拡大等

による外部要因もあり、当社は事業種目及び営業エリアの拡大を図る一方で、平成２年11月には経営基盤

強化のため、株式会社中部測機(現・株式会社シーティーエス)に組織変更いたしました。 

有限会社中部測機設立以後の企業集団に係る経緯は、次のとおりであります。 

 
(注) １  HOは、Home  Office(ホームオフィス)の略称であります。 

２  平成22年４月  ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市

場）に上場となっております。 

２ 【沿革】

年月 沿革

昭和47年４月 測量機器等の販売を目的に有限会社中部測機を設立 

昭和58年３月 上田営業所(旧・上田支店)を開設、長野営業所(旧・長野支店)を開設 

昭和63年10月 松本営業所(現・松本支店)を開設 

平成２年２月 甲府営業所(現・甲府支店)を開設 

平成２年11月 有限会社中部測機から株式会社中部測機に組織変更 

平成３年４月 ハウス備品事業を本格的に開始、子会社として株式会社レンタックスを設立 

平成４年７月 子会社として株式会社測検を設立 

平成６年11月 システム事業を本格的に開始、子会社として株式会社シー・ティー・エスを設立 

平成７年６月 工事・安全用品事業を本格的に開始、子会社として株式会社中部ラインサービスを設立 

平成８年１月 子会社として有限会社中部カッティングサービスを設立 

平成９年９月 新潟営業所(現・新潟支店)を開設、一般建設業の長野県知事許可を取得 

平成10年１月 株式会社中部ラインサービスを株式会社ラインサービスに商号変更 

平成10年４月 株式会社レンタックスを吸収合併 

株式会社中部測機から株式会社中部に商号変更 

株式会社測検を株式会社レンタックスに商号変更 

平成10年12月 ISO9002を認証取得 

平成11年４月 東北HO(注１)(現・仙台支店)、九州HO(注１)(現・福岡支店)を開設 

平成11年９月 株式会社レンタックスを中古測量機器取引の市場運営を目的とする、株式会社ジオネットジャパン

に商号・事業目的変更 

平成12年３月 株式会社シー・ティー・エス、有限会社中部カッティングサービスの２社を清算 

平成12年４月 株式会社中部から株式会社シーティーエスに商号変更、公共事業部(現・環境保全事業部)を新設 

平成12年９月 前橋営業所(現・前橋支店)を開設 

平成14年３月 日本証券業協会のJASDAQ市場に株式を店頭登録 

平成14年４月 東京営業所(旧・埼玉支店)を開設 

平成14年８月 社内カンパニー制を導入 

平成14年10月 株式会社ジオネットジャパン及び株式会社ラインサービスを吸収合併 

平成14年11月 ISO9001:2000を認証取得 

平成16年12月 日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場(注２) 

平成19年10月 社内カンパニー制を廃止し統轄本部制を導入 

平成20年３月 東京支店(旧・首都圏営業部)・名古屋支店を開設 

平成21年１月 上田支店と長野支店を統合し本社内に長野支店を設置 

平成21年２月 埼玉支店と東京支店を統合し首都圏営業部を開設 

平成21年３月 北陸支店を開設 

平成22年３月 首都圏営業部を移転し、支店名を東京支店に変更 
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当社は、中小土木・建設業者を主要顧客として、「システム事業」、「ハウス備品事業」、「工事・安

全用品事業」及び「測量機器事業」の４事業を展開しております。 

当社の事業全体を系統図により示しますと、次のようになります。 

  

 

  

該当事項はありません。 

  

(1) 提出会社の状況 

平成22年３月31日現在 

 
(注) １  従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は(  )内に年間の平均人員を外数で記載しております。 

２  平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

  

３ 【事業の内容】

４ 【関係会社の状況】

５ 【従業員の状況】

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

118(32) 38.8 7.8 4,841,098
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

 
(注)  平成22年３月４日開催の取締役会決議により、平成22年４月１日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行

可能株式総数は47,520株増加し、95,040株となっております。 

  

② 【発行済株式】 

 
(注) １  平成22年３月４日開催の取締役会決議により、平成22年４月１日付で１株を２株に株式分割いたしました。

これにより株式数は14,000株増加し、発行済株式総数は28,000株となっております。 

２  ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、平成22年４月１日付で大阪証券取引所（ＪＡＳＤ

ＡＱ市場）に上場となっております。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

平成22年２月１日以後に開始する事業年度に係る有価証券報告書から適用されるため、記載事項はあ

りません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

 
(注) １  株式分割(1:3)によるものであります。 

２  自己株式の消却によるものであります。 

３  平成22年４月１日をもって１株を２株に株式分割し、発行済株式総数が14,000株増加しております。 

  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 47,520

計 47,520

種類
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成22年３月31日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成22年６月18日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 14,000 28,000
ジャスダック
証券取引所

当社は、単元株式制度を
採用しておりません。 

計 14,000 28,000 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成18年２月11日 
(注) １ 

10,729.42 16,094.13 ― 425,996 ― 428,829

平成19年３月20日 
(注) ２ 

△0.13 16,094 ― 425,996 ― 428,829

平成22年３月15日 
(注) ２ 

△2,094 14,000 ─ 425,996 ─ 428,829
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(6) 【所有者別状況】 
平成22年３月31日現在 

 
(注)  自己株式401株は、「個人その他」に含めて記載しております。 

  

(7) 【大株主の状況】 
平成22年３月31日現在 

 
(注)  自己株式401株（2.9％）については、上記から除いております。 

  

区分

株式の状況

単元未満
株式の状況

(株)

政府及び 
地方公共 
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人 
その他

計

個人以外 個人

株主数 
(人) 

─ 5 6 8 ─ 1 1,253 1,273 ―

所有株式数 
(株) 

─ 511 31 5,199 ─ 2 8,257 14,000 ─

所有株式数 
の割合(％) 

─ 3.7 0.2 37.1 ─ 0.0 59.0 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済株式
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

有限会社横島 長野県上田市材木町2-5-22 4,950 35.4

宮沢俊行 長野県上田市 690 4.9

手塚克巳 長野県上田市 330 2.4

株式会社八十二銀行 長野県長野市大字中御所字岡田178-8
261 1.9(常任代理人 日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社) 
(東京都港区浜松町2-11-3)

シーティーエス社員持株会 長野県上田市古里115 250 1.8

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町1-1-2 200 1.4

春原由妃 神奈川県横浜市青葉区 161 1.2

有限会社輝光商事 長野県上田市中央1-3-28 107 0.8

青柳芳忠 長野県長野市 104 0.7

佐藤友亮 東京都世田谷区 101 0.7

計 ― 7,154 51.1
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(8) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成22年３月31日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成22年３月31日現在 

 
  

(9) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式      401 ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式   13,599 13,599 ―

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 14,000 ― ―

総株主の議決権 ― 13,599 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

(自己保有株式) 

株式会社シーティーエス
長野県上田市古里115 401 ─ 401 2.9

計 ― 401 ─ 401 2.9
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(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 
(注)  当期間における取得自己株式は、平成22年４月１日付で１株を２株に株式分割したことによる増加株式数401株

であります。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

 
  

当社は、株主の皆様への利益還元を経営方針のひとつに定めております。第１に、積極的に事業を展

開し、企業全体としての価値の向上を目指します。第２に、企業活動により得た利益に関しては、業績

に連動した配当により還元を行います。以上により、将来の利益創造と、現在の利益配分の実現を目指

します。 

当社の配当政策は、安定配当の考え方を採用せず、経営基盤の一層の強化と事業拡大に必要な内部留

保の充実を考慮したうえで、業績に連動する利益還元を行うことを基本方針にしております。期間にお

ける自己資本と他人資本の両経営資源活用の最終成果である当期純利益と、決算期末における財政状態

に占める自己資本と他人資本の構成に応じて、配当性向及び配当金額を算出することとしており、具体

的運用基準を次のように定めております。 

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式の取得

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 ─ ─

当期間における取得自己株式 401 ─

区分
当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(千円)
株式数(株)

処分価額の総額
(千円)

引き受ける者の募集を行った
取得自己株式 

─ ─ ─ ─

消却の処分を行った取得自己株式 2,094 346,339 ─ ─

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式 

─ ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─ ─

保有自己株式数 401 ─ 802 ─

３ 【配当政策】
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＜１株当たり中間配当金の計算方法＞ 

・配当金の原資は、税引き後の中間純利益とします。 

・当社所定の計算基準により配当性向を決定します。 

配当性向＝自己資本比率×０．５＋（１－自己資本比率）×０．２ 

・配当金総額の計算を次の算式により行います。 

配当金総額＝中間純利益×配当性向 

・１株当たり中間配当金の計算を、次の算式により行います。 

１株当たり中間配当金＝配当金総額÷発行済株式総数(自己株式を除く) 

＜１株当たり期末配当金の計算方法＞ 

・配当金の原資は、税引き後の当期純利益とします。 

・当社所定の計算基準により配当性向を決定します。 

配当性向＝自己資本比率×０．５＋（１－自己資本比率）×０．２ 

・配当金総額の計算を次の算式により行います。 

配当金総額＝当期純利益×配当性向－中間配当金総額 

・１株当たり期末配当金の計算を、次の算式により行います。 

１株当たり期末配当金＝配当金総額÷発行済株式総数(自己株式を除く) 

＜その他＞ 

・その他配当金計算に関する詳細は当社内規に基づいて行われます。 

・特別な損益等の特殊要因により税引き後の当期純利益が大きく変動する事業年度については、その影響を考慮 

    し、配当額を決定します。 

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定

機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

当期におきましては、中間配当を１株当たり2,500円実施しており、期末配当につきましては、決算

数値並びに上記の配当政策を基に算出し、１株当たり3,600円とさせていただきます。 

これにより、当期の年間配当金は１株当たり6,100円となります。 

この結果、配当性向は37.2％となりました。内部留保につきましては、財務体質の一層の充実並びに

これからの事業展開に役立てる所存であります。 

また、当社は会社法第454条第５項の規定により、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準

日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 

(注)  基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円）

平成21年11月５日 

取締役会 
33,997 2,500

平成22年６月18日 

定時株主総会 
48,956 3,600
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(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 
(注) １  最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

    なお、ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、平成22年４月１日付で大阪証券取引所(Ｊ

ＡＳＤＡＱ市場)に上場となっております。 

２  □印は、株式分割(平成18年２月11日における１株→３株、平成22年４月１日における１株→２株)による権

利落後の最高・最低株価であります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 
(注) １  最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

    なお、ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、平成22年４月１日付で大阪証券取引所(Ｊ

ＡＳＤＡＱ市場)に上場となっております。 

２  □印は、株式分割(平成22年４月１日における１株→２株)による権利落後の株価であります。 

  

４ 【株価の推移】

回次 第16期 第17期 第18期 第19期 第20期

決算年月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月 平成22年３月

最高(円)
1,350,000 
□385,000 272,000 182,000 145,000 

143,400
□64,500

最低(円)
212,000 

□190,000 131,000 126,000 70,500 
71,000

□60,800

月別
平成21年 
10月

 
11月 12月

平成22年
１月

 
２月 ３月

最高(円) 95,700 93,600 93,900 96,000 99,500 
143,400
□64,500

最低(円) 93,000 81,200 82,400 90,100 95,300 
96,200

□60,800
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(注) １  取締役の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株主総会終結

の時までであります。 

２  監査役中野勝由氏の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成23年３月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。 

３  監査役佐々木弘道氏の任期は、平成20年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成24年３月期に係る定時

株主総会終結の時までであります。 

４  監査役水沢建時氏の任期は、平成22年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成26年３月期に係る定時株

主総会終結の時までであります。 

５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

代表取締役 
社長

代表取締役
社長

横 島 泰 蔵
昭和35年
６月９日生

昭和55年９月 当社入社 

(注)1 24

平成２年７月 当社取締役就任 

平成４年７月 株式会社測検取締役就任 

平成７年７月 当社専務取締役就任 

平成12年５月 株式会社ラインサービス取締役就任 

平成13年６月 当社代表取締役副社長就任 

平成14年８月 当社レンタル販売カンパニー社長就任 

平成15年４月 当社代表取締役社長就任(現任) 

取締役

測量計測事
業統括部長 

兼 
甲府支店長

大 柴 英 樹
昭和35年
８月26日生

平成８年６月 当社入社 

(注)1 65

平成13年４月 当社甲府支店長就任(現任) 

平成18年４月 当社執行役員就任 

平成19年４月 当社レンタルソリューションカンパニー 

第一営業グループ統轄部長就任 

平成19年６月 当社取締役就任(現任) 

平成19年10月 当社第一営業グループ統轄部長就任 

平成20年３月 当社ハウス備品事業統轄部長就任 

平成21年１月 当社長野支店長就任 

平成22年４月 当社測量計測事業統括部長就任(現任) 

取締役
システム事
業統括部長

宮 崎  剛
昭和34年
８月12日生

平成７年８月 当社入社 

(注)1 28

平成14年４月 当社システム事業担当部長就任 

平成18年４月 当社執行役員就任 

平成19年４月 当社レンタルソリューションカンパニーシ

ステム事業統轄部長兼第二営業グループ統

轄部長就任 

平成19年６月 当社取締役就任(現任) 

平成19年10月 当社第二営業グループ統轄部長 

当社システム事業統轄部長就任 

平成20年11月 当社システム事業推進部長 

平成22年４月 当社システム事業統括部長就任(現任) 

取締役

環境安全事
業統括部長 

兼 
環境保全 
事業部長

古 家 正 紀
昭和29年
11月８日生

昭和52年４月 矢木商事株式会社入社 

(注)1 23

平成12年６月 当社入社 

平成12年10月 当社環境保全事業部長就任(現任) 

平成12年11月 株式会社ラインサービス代表取締役社長就

任 

平成14年６月 当社取締役就任(現任) 

平成14年８月 環境保全カンパニー社長就任 

平成20年３月 当社安全用品事業統轄部長就任 

平成22年４月 当社環境安全事業統括部長就任(現任) 

監査役 
(常勤)

 中 野 勝 由
昭和15年
４月18日生

平成５年６月 株式会社八十二銀行 須坂支店長 

(注)2 9

平成７年６月 チノン株式会社へ出向 取締役副社長 

平成９年11月 チノンテック株式会社へ出向 

取締役副社長 

平成10年５月 松本土建株式会社へ出向 取締役副社長 

平成12年５月 同社、取締役副社長(平成16年６月退任) 

平成18年６月 当社監査役就任(現任) 

監査役 
(非常勤)

 佐 々 木 弘 道
昭和35年
11月13日生

平成７年４月 弁護士登録 

(注)3 ―

平成10年４月 佐々木弘道法律事務所（現：弁護士法人

佐々木法律事務所）開設 代表社員（現

任） 

平成20年６月 当社監査役就任(現任) 

監査役 
(非常勤)

 水 沢 健 時
昭和27年
２月25日生

昭和55年11月 税理士登録 

(注)4 ―
昭和55年11月 水沢建時税理士事務所開設 

同所所長(現任) 

平成22年６月 当社監査役就任(現任) 

計 149
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(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  ※ コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「企業は公器である」を経営方針のひとつに掲げ、業績の向上に邁進することはもとより、

それぞれのステークホルダーを重視した、健全で公正な経営を行うべく、有効な内部統制と透明性の高

い企業情報開示を念頭に置き、経営基盤の強化を図ってまいります。 

  

① 企業統治の体制 

イ  企業統治の体制の概要 

当社は監査役制度を採用しております。提出日現在において常勤監査役１名、非常勤監査役２名に

よる計３名の監査役を選任しており、３名全員が社外監査役であります。 

当社の取締役会は、提出日現在において４名の取締役で構成されており、毎月の定例取締役会のほ

か臨時取締役会を都度開催し、重要事項の審議並びに報告を行っております。 

また、取締役及び幹部社員からなる経営会議を毎月開催しており、事業内容報告並びに重要戦略事

項の審議を行っております。 

なお、取締役の業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めております。 

ロ 当該企業統治の体制を採用する理由 

当社の企業規模ならびに事業領域等を勘案し、現在の取締役の構成が業務執行において効率的であ

り、経営環境の変化や重要な意思決定にも迅速に対応することができるものと判断しております。  

なお、当社は社外取締役を選任しておりませんが、企業統治において果たす機能及び役割につきま

しては、社外監査役各々が分担して行っており、経営監視体制が適切に機能しているものと判断して

おります。当該内容につきましては、後述の「③社外取締役及び社外監査役」に記載しております。

ハ 内部統制システムの整備の状況 

当社においては、業務全般にわたる諸規程・諸規則を整備したうえで、社内開示を行い、役職員は

これに基づき職務の分担と権限・責任の牽制機能を保ちながら業務を遂行しております。 

また、計数管理の面においては、事業グループ別、部門別の管理会計を実施し、取締役会、経営会

議及び各事業グループ会議等において報告・議論しながら、費用・収益の適正化を追求しておりま

す。これらの内部牽制機能、計数管理制度が有効に機能し、企業経営が適正に運営される社内システ

ムが維持できているかの観点から、監査役監査、内部監査を計画的に実施し、経営層への報告を行っ

ております。 

コンプライアンスに関しましては、社内倫理の確立、従業員の行動規範の再確認を目的として作成

した「コンプライアンス・プログラム」を活用し、社内に周知徹底を行うなど法令遵守の体制作りを

継続して行っております。 

なお、業務上発生した諸問題等については、法律上の判断が必要な場合、専門的な立場から顧問弁

護士に助言を求めております。 

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
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ニ 提出日現在の会社の機関・内部統制の関係を図表で示すと次のとおりであります。 

  

 

  

ホ  リスク管理体制の整備の状況 

当社は、リスク管理に関する取組方針や組織体制等を「リスク管理規程」に定め、リスクの内容や

規模に応じ、適正かつ有効な体制を構築し、適切なリスク管理に努めております。 

また、リスクの統括管理を管理部が担当し、リスクの状況を直接、取締役会及び経営会議へ定期的

又は必要に応じて随時報告する体制を整備しております。 

  

② 内部監査及び監査役監査 

イ  内部監査の状況 

当社では、業務運営の適正化と合理化を推進することを目的として、専任の内部監査責任者（１

名）及び当該責任者により選出された内部監査人（４名）により内部監査委員会を編成し、主に諸規

程、諸規則等への準拠性に係る内部監査を行っております。効果的な内部監査の実施のため、必要に

応じ、監査役及び監査法人との調整を行っております。 

ロ  監査役監査の状況 

監査役監査につきましては、常勤監査役１名が毎月開催されている取締役会及び経営会議に出席

し、取締役の業務の執行状況、議案・審議等に関して意見等の発言を行っております。 

また、内部監査委員会と連携を保ち必要に応じて調査を求めるとともに、財務上の問題点につい
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て、監査法人と定期的に意見交換を行っております。 

なお、平成22年６月18日開催の当社第20回定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認され

たことにより、同日付で定款を変更し、監査役会を設置いたしました。 

  

③ 社外取締役及び社外監査役 

イ  社外取締役について 

当社は社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役を３名選任しており、社外監査役各々が会

社の企業統治において果たす機能および役割を分担して行っていることから、経営監視体制が適切に

機能しているものと判断しております。 

ロ  社外監査役について 

当社は、企業経営や会計・法律などの分野における豊富な経験と高い見識に基づいた、広域かつ高

度な視点で監査を実施するため、社外監査役を選任しており、当社の監査役３名全員は社外監査役で

あります。 

社外監査役中野勝由氏は、当社の株式を９株保有しておりますが、その他に当社と同氏の間には利

害関係はありません。また、同氏は複数の事業会社での経営経験を活かし、取締役会等に毎回出席

し、取締役の業務の執行状況、議案・審議等に中立かつ客観的な立場に立ち、積極的に意見等の発言

を行っております。 

社外監査役佐々木弘道氏は、弁護士法人佐々木法律事務所の代表社員を兼職しておりますが、当社

と同氏ならびに同弁護士法人との間には特別な利害関係はありません。また、同氏は弁護士としての

専門的見地から必要に応じ、取締役会等において、当社の経営上有用な指摘、意見を述べておりま

す。 

社外監査役水沢健時氏は、平成22年６月18日開催の当社第20回定時株主総会において監査役として

選任され就任いたしました。同氏は税理士としての豊富な経験・知識を有しており、今後、その専門

的見地から取締役会等において意見等をいただく予定でおります。なお、当社と同氏との間には特別

な利害関係はありません。 

  

④ 役員報酬の内容 

イ  提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

 

ロ  提出会社の役員ごとの報酬等の総額 

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。 

ハ  使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの 

該当事項はありません。 

ニ  役員の報酬等の額の決定に関する方針 

当社は役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。 

役員区分
報酬等の総額 

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)
対象となる

役員の員数(名)基本報酬
ストック
オプション

賞与 退職慰労金

取締役 
(社外取締役を除く。) 

55,200 55,200 ─ ─ ─ ４名 

監査役 
(社外監査役を除く。) 

─ ─ ─ ─ ─ ─ 

社外役員 4,200 4,200 ─ ─ ─ ２名 

(注)  取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。 

─ 24 ─



⑤ 株式の保有状況 

イ  保有目的が純投資目的以外である投資株式 

 

ロ  保有目的が純投資目的以外である投資株式 

 

ハ  保有目的が純投資目的である投資株式 

該当事項はありません。 

  

⑥ 会計監査の状況 

当社は、金融商品取引法監査について有限責任監査法人トーマツより継続的に監査を受けており、正

確な経営情報・財務情報の提供に配慮しております。 

 
継続関与年数については、７年以内であるため記載を省略しております。また、公認会計士２名、会

計士補等１名、その他２名が補助者として会計監査業務に関っております。 

  

⑦ 取締役の定数 

当社の取締役は、「７名以内とする。」旨を定款に定めております。 

  

⑧ 取締役の選任の決議要件 

当社は、取締役の選任決議について、「株主総会において議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、かつ累積投票によらな

い。」旨を定款に定めております。 

  

⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項 

（自己の株式の取得） 

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を行うため、会社法第165条第２項の規定によ

り、「取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。」旨を定款に定

めております。 

（中間配当） 

当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、「取締役会の

決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めており

ます。 

銘柄数 ５銘柄

貸借対照表計上額の合計額 25,610千円

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額

(千円) 
保有目的

アイサンテクノロジー株式会社 50,000 8,150 企業間取引の強化

株式会社八十二銀行 10,000 5,320 企業間取引の強化

株式会社大和証券グループ本社 10,000 4,920 企業間取引の強化

佐田建設株式会社 60,000 2,220 企業間取引の強化

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員 白井 正 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員 小松 聡 有限責任監査法人トーマツ
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⑩ 株主総会の特別決議要件 

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うた

め、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、「議決権を行使することができ

る株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。」旨

を定款に定めております。 

  

(2) 【監査報酬の内容等】 

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

 
  

② 【その他重要な報酬の内容】 

該当事項はありません。 

  

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

(前事業年度) 

当社が監査法人に対して支払っている非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言・

指導業務であります。 

  

(当事業年度) 

該当事項はありません。 

  

④ 【監査報酬の決定方針】 

当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針としましては、事前に見積書の提示を受け、監査日数、

監査内容及び当社の規模等を総合的に勘案し、監査役及び関連部門と協議を行ったうえ決定することと

しております。 

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に 
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

14,850 2,000 15,000 ─ 

─ 26 ─















































































    

株式会社シーティーエス 

    

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社シーティーエスの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第19期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行

った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社シーティーエスの平成21年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

【会計処理の変更】に記載されているとおり、会社は、当事業年度から「リース取引に関する会計基準」（企業会
計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関す
る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員
会）、平成19年３月30日改正））を適用しているため、当該会計基準により財務諸表を作成している。 

  

＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社シーティーエスの

平成21年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部

統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見すること

ができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部

統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内

部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表

示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

当監査法人は、株式会社シーティーエスが平成21年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準

拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以 上 

 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

平成21年６月11日

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ  

指定社員
業務執行社員  公認会計士  白  井    正    ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  小  松    聡    ㊞

※１  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２  財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



    

株式会社シーティーエス 

    

  
 

  
 

  

＜財務諸表監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社シーティーエスの平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第20期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行

った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め

全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式

会社シーティーエスの平成22年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成22年４月１日をもって株式分割を実施している。 

  

＜内部統制監査＞ 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社シーティーエスの

平成22年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を整備及び運用並びに内部

統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見すること

ができない可能性がある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部

統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽の表示がな

いかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。内部統制監査は、試査を基礎として行われ、財務報告に係る内

部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体としての内部統制報告書の表

示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

当監査法人は、株式会社シーティーエスが平成22年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示し

た上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準

拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  
以 上 

 

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
 

平成22年６月14日

取締役会 御中 

有限責任監査法人 トーマツ  

指定有限責任社員
業務執行社員  公認会計士  白  井    正    ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 

公認会計士  小  松    聡    ㊞

※１  上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。 

２  財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 内部統制報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の４第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月18日 

【会社名】 株式会社シーティーエス 

【英訳名】 ＣＴＳ Ｃｏ.,Ｌｔｄ. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  横 島 泰 蔵 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 長野県上田市古里115番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

 

 



代表取締役社長横島泰蔵は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業

会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の

評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準

拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。 

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その

目的を合理的な範囲で達成しようとするものであります。このため、財務報告に係る内部統制により財務

報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があります。  

  

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である平成22年３月31日を基準日として行われて

おり、評価に当たっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠いた

しました。  

本評価においては、財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った

上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価

においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の

要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性

に関する評価を行いました。 

財務報告に係る内部統制の評価の範囲は、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範

囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額及び質的影響の重要性を考慮し

て決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理

的に決定いたしました。 

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の前事業年度の売上高の金額が高い拠

点から合算していき、前事業年度の売上高の２／３に達している６事業拠点を「重要な事業拠点」といた

しました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、

売掛金及び棚卸資産等に至る業務プロセスを評価の対象といたしました。さらに、選定した重要な事業拠

点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見

積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスやリスクが大きい取引を行っている事業又は業務に

係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加して

おります。 

  

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断

いたしました。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

１ 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

２ 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

３ 【評価結果に関する事項】

４ 【付記事項】

５ 【特記事項】



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の２第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年６月18日 

【会社名】 株式会社シーティーエス 

【英訳名】 ＣＴＳ Ｃｏ.,Ｌｔｄ. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  横 島 泰 蔵 

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。 

【本店の所在の場所】 長野県上田市古里115番地 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

  (大阪市中央区北浜一丁目８番16号) 

 

 



当社代表取締役社長横島泰蔵は、当社の第20期(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)の有価

証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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